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(57)【要約】
　本発明は、毛髪強度を向上させるための化粧料化合物の使用に関し、その化粧料化合物
はバラニテス属アーモンドの抽出物を有効成分として含んでなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　毛髪強度を向上させるための化粧料組成物の使用であって、該化粧料組成物がバラニテ
ス属アーモンド抽出物を有効成分として含む、使用。
【請求項２】
　バラニテス属アーモンド抽出物が、乾燥媒体を含まない抽出物に対する重量パーセント
として表される以下の含有量を含むことを特徴とする、請求項１に記載の使用：
　・ワックス：１％～１０％、好ましくは４％
　・遊離アミノ酸：１％～５％、好ましくは２％
　・タンパク質：０．５％～１０％、好ましくは１～５％
　・全糖：２０％～６０％、好ましくは２８％。
【請求項３】
　抽出物量が、組成物の総重量に対して、０．０５～５重量％の間であることを特徴とす
る、請求項１または２に記載の使用。
【請求項４】
　抽出物がBalanites aegyptiaca、Balanites triflora Tiegh、またはBalanites roxbur
gghii Planchの抽出物、好ましくは、Balanites aegyptiacaの抽出物であることを特徴と
する、請求項１～３のいずれか一項に記載の使用。
【請求項５】
　破損防止効果により毛髪強度を向上させることを目的とする毛髪の美容的処置のための
方法であって、請求項１～４のいずれか一項に記載の化粧料組成物を毛髪に適用する、方
法。
【請求項６】
　乾燥媒体を含まない抽出物に対する重量パーセントとして表される以下の含有量を有す
るバラニテス属アーモンド抽出物を有効成分として含有する、化粧料組成物：
　・ワックス：１％～１０％、好ましくは４％
　・遊離アミノ酸：１％～５％、好ましくは２％
　・タンパク質：０．５％～１０％、好ましくは１～５％
　・全糖：２０％～６０％、好ましくは２８％。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
技術分野
　本発明は、全体として、毛髪用組成物、より具体的には、破損防止作用により毛髪強度
を向上させることを目的とする組成物に関する。
【０００２】
　本発明の分野は、ハマビシ科(Zygophyllaceae)のバラニテス属(Balanites)に属する植
物のアーモンド（仁）抽出物(almond extract)をグレードアップするための新規方法に関
する。優先的には、本発明は、アフリカでの調達が容易であることからBalanites aegypt
iaca L. Delile種について行われた研究に関する。しかしながら、この特徴は限定されず
、他国由来の他のバラニテス属種と同程度の品質の抽出物も想定し得る。例えば：Balani
tes triflora TieghおよびBalanites roxburgghii Planchを挙げることができる。
【０００３】
背景技術
　Balanites aegyptiacaは、より一般的には、デザートデーツ（desert date）（砂漠の
ナツメヤシ）とも呼ばれている。
【０００４】
　バラニテス属は、年間平均降水量が１０００ｍｍ～２００ｍｍの間、さらには、１００
ｍｍである乾燥・亜乾燥地域に属する、約２５種ある、熱帯アフリカとアジアの属である
。その地理的分布地域は、西はアフリカ（セネガル－モーリタニア海岸地）から、東はミ
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ャンマーまでにわたる。Balanites aegyptiacaは、セネガルからスーダンにかけての乾燥
熱帯アフリカ、エジプトからザンビア、アラビア、そしてインドまでのアフリカ東方に分
布する。Balanites aegyptiacaは、地中海からエジプトを経由してアジア大陸に至った。
Balanites aegyptiacaは、セネガルで最もよく見られる木の１つである。
【０００５】
　デザートデーツは、高さ８～９ｍに達する扁平または不整な沿下型樹形の木である。デ
ザートデーツは、その緩やかに下降する枝に長く互い違いにまたは実際にはらせん状の棘
があり、極めて珍しい。
【０００６】
　デザートデーツの果実は、緑色で、軟毛で覆われた、５×２．５ｃｍの楕円核果である
が、成熟時には黄色に変わり、実際には無毛となる。アーモンドを含む硬く先のとがった
卵形の核を取り巻く食用の果肉（果肉は新鮮な果実の重量の４３％となる）が薄い果皮で
覆われている。
【０００７】
　「デザートデーツ」という名前の根拠となっているのはその果実の炭水化物およびビタ
ミンの含有量の高さである。その果実は大人にも子供にも非常に好まれている。
【０００８】
　デザートデーツの木の総ての部分が伝統的なアフリカの薬局方で使用されている。
根：毒蛇咬傷、炭疽
樹皮：黄疸、黄熱、梅毒、咳嗽、癲癇および不安
棘：らい病（ハンセン病）
葉：無力、炭疽
果実：リウマチ、微緩下薬(gentle laxative)
種子：数多くの薬物を含むポマードおよび軟膏の形態で使用される油。
【０００９】
　アーモンド油はアルチザンソープ製造用の油脂として使用される。
【００１０】
　化粧料分野の先行技術は、主として、バラニテス属油に関するものである（皮膚上層の
水和に関するＥＰ０７８１５４５を挙げることができる）。
【発明の概要】
【００１１】
　驚いたことに予想外にも、本出願人は、毛髪破損防止特性に関し、バラニテス属アーモ
ンド（仁）抽出物の独自の活性を確認した。この種の活性は、毛髪強度を向上させるため
に、より具体的には、乾燥し、傷み、破損しかけている毛髪に対して、特に有益である。
【発明の具体的説明】
【００１２】
　以下では、抽出物の化合物含有量を、いかなる乾燥媒体も含まない抽出物に対して示す
。
【００１３】
　本発明によるバラニテス属アーモンド抽出物は、それがワックス、アミノ酸、タンパク
質および全糖を含んでなることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の意味において、「ワックス」とは、脂肪アルコールエステルを意味し、「全糖
」とは、前記抽出物の加水分解後の糖実質を意味する。
【００１５】
　質的には、本発明による抽出物は油とかなり異なる。実際には、ある特定の脂肪酸およ
び炭化水素は本出願人らの抽出物中に存在し、油の場合と同様であるが、ワックス、遊離
アミノ酸、タンパク質および糖は油には存在しない。これらは、本出願人らの抽出物と化
粧料に既に使用されているバラニテス属油とを区別するために備わる技術的特徴である。
【００１６】
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　本発明の文脈において使用される抽出物は次のとおりに調製することができる。
【００１７】
　デザートデーツ種子のアーモンドは、好ましくは、水と１種以上の有機溶媒の混合物に
より抽出される。
【００１８】
　その有機溶媒は、アルコール（メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノ
ール、ブタノール、オクタノール）、ケトン（メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ
トン）、ならびにそれらの混合物であり得る。
【００１９】
　乾燥媒体を含まない抽出物は収率約２５％で得られる。この抽出物は不均質であり、液
体脂肪相（上相、６５％）とバター様の固相（下相、３５％）からなる。不活性媒体（マ
ルトデキストリンなど）の添加により均質抽出物を得ることができる。
【００２０】
　その抽出物はまた、例えば、ブチルヒドロキシトルエンまたはαトコフェロールなどの
酸化防止剤を、乾燥抽出物の０．０５～１ｇ％の間の量で加えることにより安定化させる
こともできる。
【００２１】
　抽出物の特性評価（乾燥媒体を含まない抽出物１００ｇに対するｇ数の割合として表さ
れる含有量）：
　・ワックス：１％～１０％、好ましくは４％
　・遊離アミノ酸：１％～５％、好ましくは２％
　・タンパク質：０．５％～１０％、好ましくは１～５％
　・全糖：２０％～６０％、好ましくは２８％。
【００２２】
　本発明は、毛髪強度を向上させるための化粧料組成物の使用に関し、前記化粧料組成物
は、上記のバラニテス属アーモンド抽出物を有効成分として含む。
【００２３】
　このバラニテス属抽出物は、さらに、その化学組成を考えて、糖、アミノ酸およびタン
パク質、ワックス、ならびに脂肪酸の含有量が多く、特に、毛髪への栄養によい。
【００２４】
　本発明によるバラニテス属アーモンド抽出物は、強度および栄養に必須の要素を提供す
ることにより毛髪繊維に栄養を与えることを可能にし、処置した毛髪の耐破損性を高める
。
【００２５】
　好ましくは、処置対象の毛髪は脆弱で、乾燥し、傷み、破損しかけている。
【００２６】
　本発明による抽出物で処置した毛髪では破損応力点(breakage stress point)の著しい
上昇が観察されている。
【００２７】
　本発明は、最後に、破損防止効果により毛髪強度を向上させることを目的とする、毛髪
の美容的処置のための方法に関し、その方法は、本発明によるバラニテス属アーモンド抽
出物を含有する化粧料組成物を毛髪に適用することにある。
【００２８】
　好ましくは、バラニテス属アーモンド抽出物の量は、前記組成物の総重量に対して、０
．０５～５％の間であり、好ましくは、前記抽出物量は、前記組成物の総重量に対して、
０．０５～１％の間である。
【００２９】
　本発明による化粧料組成物は、有利には、局所使用のヘアケア化粧料分野で通常使用さ
れる任意の生薬形態であってよい。優先的には、前記局所形態は、特に、シャンプー、香
膏、マスク、ゲル、ローション、フォーム、スプレーまたはクリームの形態であってよい
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。
【００３０】
　よって、すすぎ流すように設計された製品はすすぎ流さないように設計されたものと区
別される。
【００３１】
　本発明による化粧料組成物はまた、従来の化粧料上適合する担体も含む。
【００３２】
　前記毛髪化粧料組成物と適合する従来の担体は、上記の形態の局所使用の化粧料組成物
を得るための当業者に公知のものの中で任意の担体であってよい。
【００３３】
　本発明による化粧料組成物は、特に、製剤添加剤および補助剤、例えば、乳化、洗浄、
起泡タイプなどの界面活性剤、錯化剤、増粘剤、ゲル化剤、安定剤、抗菌薬および酸化防
止剤を含む防腐剤、コンディショナー、酸性化剤、アルカリ化剤、柔軟剤、溶媒、着色剤
ならびに香料を含むことができる。
【００３４】
　次の実施例を示すが限定されるものではない。
【実施例】
【００３５】
　本発明による植物抽出物の調製の実施例１：
　バラニテス属アーモンド１ｋｇを８０％（ｖ／ｖ）還流アルコール１０Ｌで撹拌しなが
ら１時間抽出する。
【００３６】
　絞りかすの濾過・洗浄後、濾液を濃縮し、次いで、マルトデキストリン７５０ｇに加え
て乾燥させ、その後、０．２％α－トコフェロールを加えることにより安定化させる。
【００３７】
　その抽出物は、収率約１００％（ｐ／ｐ）で得られる黄色がかった粉末である。抽出物
は（表示値は乾燥媒体を含まない）：ワックス４％、遊離アミノ酸２．１％、タンパク質
１．１～５％および全糖２８％を含有する。
【００３８】
実施例２：バラニテス属アーモンド１ｋｇをアルコール（ｖ／ｖ）１０Ｌで、撹拌しなが
ら室温で２時間抽出する。絞りかすの濾過および洗浄後、濾液を２Ｌまで濃縮し（濃縮液
１）、ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）を加えることにより安定化させる。
【００３９】
　アルコールを除いた絞りかすをＥｔＯＨ　８０％（ｖ／ｖ）１０Ｌで抽出する。絞りか
すの濾過・洗浄後、濾液を２Ｌまで濃縮する（濃縮液２）。
【００４０】
　濃縮液２の０．８Ｌを、濃縮液１の０．２Ｌと混合する。マルトデキストリン　７５０
ｇを加えた後、総てRotavaporで乾燥させる。
【００４１】
　その抽出物は、実施例１の抽出物と類似した組成を有する。
【００４２】
化粧料組成物の例：
実施例３：すすぎ流す香膏：
バラニテス属アーモンド抽出物　　　　　　　　　　　０．１％
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド　　　０．３％
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
スクレロチウムガム　　　　　　　　　　　　　　　　０．３％
セテアリルアルコール／セテアリル混合物　　　　　　２％
ラウリルカルバミン酸イヌリン　　　　　　　　　　　０．２５％
セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　７％
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パルミチン酸エチルヘキシル　　　　　　　　　　　　８％
炭酸ジカプリリル　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
加水分解コムギタンパク質　　　　　　　　　　　　　２％
ソルビン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３％
サリチル酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５％
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　０．７％
着色剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００４３】
実施例４：シャンプー
バラニテス属アーモンド抽出物　　　　　　　　　　　０．１％
加水分解コムギタンパク質　　　　　　　　　　　　　０．５％
ヤシ油脂肪酸ＰＥＧ－７グリセリン　　　　　　　　　８％
エトキシル化オリーブ油　　　　　　　　　　　　　　３％
（ポリ）クオタニウム－１０　　　　　　　　　　　　０．５％
デシルグルコシド　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
ラウロイルメチルイセチオン酸Ｎａ　　　　　　　　　２％
ラウレス硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　１３％
ラウリルベタイン　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
安息香酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　０．４％
ＥＤＴＡ（二）ナトリウム　　　　　　　　　　　　　０．２％
着色剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１％
真珠光沢基剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８％
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
クエン酸一水和物　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
ナトリウムクロリドデスルファート(Sodium chloride desulfate) 　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００４４】
実施例５：マスク
加水分解コムギタンパク質　　　　　　　　　　　　　３％
バラニテス属アーモンド抽出物　　　　　　　　　　　０．２％
サリチル酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５％
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド　　　０．５％
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　１％
ベヘントリモニウムクロリド　　　　　　　　　　　　３％
セテアリルアルコール／セテアリル混合物　　　　　　１％
ラウリルカルバミン酸イヌリン　　　　　　　　　　　０．１５％
パルミチン酸グリコール　　　　　　　　　　　　　　６％
ベヘンアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　４％
アジピン酸ジイソプロピル　　　　　　　　　　　　　１０％
ヒマシ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３％
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　０．７％
ソルビン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３％
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
乳酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
ブチルヒドロキシトルエン　　　　　　　　　　　　　０．０５％
着色剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
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【００４５】
実施例６：洗い落とさないスキンケア用化粧料
バラニテス属アーモンド抽出物　　　　　　　　　　　０．１％
加水分解コムギタンパク質　　　　　　　　　　　　　０．１％
（ポリ）アクリレート－１３混合物　　　　　　　　　１．５％
（ジ）カプリリルエーテル　　　　　　　　　　　　　５％
ヒマシ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
Ｃ１４－２２アルキルアルコール混合物　　　　　　　１．２５％
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド　　　０．３％
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　１％
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
ソルビン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２％
ブチルヒドロキシトルエン　　　　　　　　　　　　　０．０１％
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
着色剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００４６】
実施例７：Balanites aegyptiacaアーモンド抽出物で処置した毛髪の機械的特性の測定
　毛髪が破断するまで引張力を加える線形拡張試験機によって毛髪の機械的特性を測定す
る。結果として、力センサーを用いて、破損強度を測定することができる。毛髪の断面を
考慮に入れることにより、破損強度は、毛髪の断面と関係があり、破損応力点として表さ
れる。
【００４７】
方法
－使用した毛髪
　本来の毛髪：ヨーロッパ系、茶色、接着した密なウェフト(glued weft dense)、色　５
／０、全長２０ｃｍで１８ｃｍは固定されていない。Ｋｅｒｌｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ　ｃｏｍｐａｎｙ　（Ｇｅｒｍａｎｙ）の提供品。
【００４８】
　および本来の毛髪の化学処置により得られる脆弱となった毛髪：４時間の化学的酸化に
より退色し、その後３０分のパーマネント処置を行う。
【００４９】
　脆弱となった毛髪の房を０．５ｃｍ幅で複数の房部分（平均重量＝２７０±３０ｍｇ）
に切り分けた。次に、これらの房部分を、１房部分当たりに試験する生産品１の量で試験
の対象とした。
【００５０】
・試験する生産品
　実施例１に従って調製した抽出物５ｇおよび０．５ｇそれぞれの、２７％エタノール懸
濁液を用いることによって試験する調製物を得た。
　・５％デーツ抽出物２７％エタノール液　１００ｍＬ
　・０．５％デーツ抽出物２７％エタノール液　１００ｍＬ
　・２７％エタノール液　１００ｍＬ。
【００５１】
・生産品の適用
　脆弱となった毛髪を前記調製物で処置した。それらの房を前記溶液に９６時間浸漬し、
この間にそれらを撹拌した。
【００５２】
　未処置の脆弱毛髪の房を対照として使用した。
【００５３】
　処置の終わりに、毛髪の房を３％ラウリル硫酸ナトリウムで３０秒間洗浄し、続いて清
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浄水で１分間すすいだ。
【００５４】
　最後に、それらの房を戸外で２４時間乾燥させた後、下のプロトコールによる試験に付
した。
【００５５】
機械的特性の測定
　使用する装置は、レーザースキャンマイクロメータ(Laser Scan Micrometer)（ＬＳＭ
、株式会社ミツトヨ、日本）と組み合わせた毛髪自動引張り試験機(Miniature Tensile T
ester)６７５（ＭＴＴ、Diastron社、ＵＫ）である。毛髪の測定および解析の手順は次の
とおりである：
　・試験長さ３０ｍｍの個別毛髪ストランドを縮れさせること（１処置当たりの毛髪スト
ランド数　ｎ＝４０）
　・ＬＳＭにより各毛髪ストランドの断面を測定すること
　・濡れた毛髪ストランド（水への浸漬１時間）を、ＭＴＴによる破損まで引張応力に曝
すこと。一定引張速度＝１０ｍｍ／ｍｎ
　・毛髪ストランドの断面によって評価される破損強度を示す破損応力点、単位メガパス
カル（ＭＰａ、ここで、１Ｐａ＝１Ｎ／ｍ２）、を確認し示すために引張曲線を解析する
こと。結果として、調査する毛髪の太さの変動性は克服される。
【００５６】
　この手順を用いて、処置を受けた房と、いかなる処置も受けていない房（未処置の対照
）とを測定し、解析した。
【００５７】
結果（１処置当たりの毛髪ストランド数　ｎ＝４０）
　破損応力点の測定結果を、破損応力点の平均値と対応する標準偏差を用いて表１に示す
。未処置の対照との差を百分率で算出した。
【００５８】
【表１】

【００５９】
　これらの結果の統計解析（対応のない両側スチューデントＴ検定）をスチューデントＴ
検定（閾値５％）で行った
　・０．５％バラニテス属抽出物での処置、ｐ＝０．０４６８（有意）
　・５％バラニテス属抽出物での処置、ｐ＝０．０１３１（有意）
【００６０】
結論
　これらの実験条件下では、２つの濃度のデーツ抽出物で、未処置の対照に対して破損応
力点の有意な上昇が観察される。
【００６１】
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　これらの結果は、脆弱となった毛髪に対する活性剤の強化効果を示している。従って、
後者のものは、脆弱となった毛髪を前記抽出物で処置し一定引張速度に曝した場合、未処
置の毛髪よりも大きな力によって破断する。
【００６２】
　この研究により、毛髪の破損防止特性への本発明による組成物の効力を示すことができ
る。
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